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１．格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系 
格納容器圧力逃がし装置については設置許可基準規則第４８条，５０条，５２条

（技術的能力審査基準１．５，１．７，１．９）の要求，代替循環冷却系について

は設置許可基準規則第５０条（技術的能力審査基準１．７）の要求に対応する重大

事故等対処設備であることから，それぞれＬＣＯ設定する。 

なお，格納容器圧力逃がし装置と代替循環冷却系は同等の機能を有する設備では

あるものの，いずれかが動作不能となった場合，保安規定変更に係る基本方針「４．

３（１）ＬＣＯ設定の考え方」の「設置許可基準規則の設備要求，技術的能力審査

基準の手順要求による設備を維持できない場合」について，設置許可基準規則第５

０条（技術的能力審査基準１．７）の設備要求による設備を維持出来ないことから，

ＬＣＯ逸脱とする。 

 

 

 

 

ＡＯＴ延長に活用する設備については，表「格納容器圧力逃がし装置及び代替循

環循環冷却ＬＣＯ/ＡＯＴ整理」にて整理した。 

なお，代替循環冷却系に対する格納容器圧力逃がし装置の扱いとしては，設置許

可基準規則第５０条第１項と第２項の関係を考慮した。第１項では「原子炉格納容

器バウンダリを維持しながら原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるため

の設備」（代替循環冷却系）を要求していることに対し，第２項では第１項の後段

の設備として「原子炉格納容器内の圧力を大気中に逃がすための設備」（格納容器

圧力逃がし装置）を要求している。 

一方で，有効性評価（代替循環冷却が使用できない場合）において，格納容器圧

力逃がし装置により原子炉格納容器の過圧破損防止を達成でき，格納容器圧力逃が

し装置による対策は有効であると確認されているものの，これら設備に対する基準

規則上要求される役割の相違，事故対応手段としての優先度等を勘案し，第２項設

備は第１項設備にて期待する機能を十分に満足しているとは考えにくいことから，

ＡＯＴ延長に活用する設備とはしないこととする。 

 

（１）ＬＣＯ設定の考え方 
同等の機能を持つ他の重大事故等対処設備として，性能，頑健性，準備時間が問

題ないことを技術的能力審査基準への適合性において確認された設備※１が確保さ

れている場合は，ＬＣＯ逸脱とはみなさないこととする。 
ただし，設置許可基準規則の設備要求，技術的能力審査基準の手順要求による設

備を維持できない場合は除く。 
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表 格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却ＬＣＯ／ＡＯＴ整理 

Ａ設備 
設置許可

基準規則 
Ｂ設備 

γ設備 

（3 日間） 

Ｃ設備 

（30 日間） 

Ｄ設備 

（10 日間） 
ＡＯＴ 設定の考え方 

(表 66-5-1) 

格納容器圧力逃

がし装置 

48 
耐圧強化

ベント系 

 残留熱除去系 

格納容器スプレイ冷却

系（格納容器スプレイ冷

却モード，サプレッショ

ン･チェンバ･プール冷却

モード） 

耐圧強化 

ベ ン ト 系

（W/W） 

（なし） 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．格納容器圧力

逃がし装置が

動作不能の場

合 

Ａ１．当直長は，残留熱除去系２系列を起動し,

動作可能であることを確認する※１２ととも

に，その他の設備※１３が動作可能であるこ

とを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，可燃性ガス濃度制御系１系列を

起動し,動作可能であることを確認すると

ともに，その他の設備※１４が動作可能であ

ることを確認する。 

及び 

Ａ３．当直長は，当該機能と同等な機能を持つ重

大事故等対処設備※１５が動作可能であるこ

とを確認する※１６。 

及び 

Ａ４．当直長は，当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

 

 

 

３０日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成

できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※13：残りの残留熱除去系１系列，非常用ディーゼル発電機３台，原子炉補機冷却水

系３系列及び原子炉補機冷却海水系３系列をいい，至近の記録等により動作可能

であることを確認する。 

※14：残りの可燃性ガス濃度制御系１系列をいい，至近の記録等により動作可能であ

ることを確認する。 

※15：代替循環冷却系及び耐圧強化ベント系（Ｗ／Ｗ）をいう。 

・  

・  

・  

・  

・  

・  

 

・ 設置許可基準規則（第４８条,５０

条,５２条），技術的能力（１．５,

１．７,１．９）における要求事項を

考慮し設定。 

・ 第５０条第２項要求として格納容

器圧力逃がし装置は，代替循環

冷却系に加えて設置要求があ

り，代替循環冷却系のみでは基

準要求は満足しないため，代替

循環冷却系は B 設備とはしな

い。一方，第１項設備である代

替循環冷却系により第２項設備

の格納容器圧力逃がし装置に

期待する機能を満足すると考え

られることから C 設備と整理す

る。 

50 （なし） 

 残留熱除去系 

格納容器スプレイ冷却

系（格納容器スプレイ冷

却モード，サプレッショ

ン･チェンバ･プール冷却

モード） 

代 替 循 環 冷

却系 
（なし） 
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耐圧強化

ベ ン ト 系

（W/W） 

 残留熱除去系 

低圧注水モード 

 

 可燃性ガス濃度制御系 

耐圧強化 

ベ ン ト 系

（W/W） 

（なし） 

(表 66-5-5) 

代替循環冷却系 
50 （なし） 

 残留熱除去系 

格納容器スプレイ冷却

系（格納容器スプレイ冷

却モード，サプレッショ

ン･チェンバ･プール冷却

モード） 

（なし） （なし） 

条 件 要求される措置 完了時間 

Ａ．代替循環冷却

系が動作不能

の場合 

Ａ１．当直長は，格納容器スプレイ冷却系１系列

を起動し，動作可能であることを確認する
※１０とともに，その他の設備※１１が動作可

能であることを確認する。 

及び 

Ａ２．当直長は，当該系統を動作可能な状態に

復旧する。 

速やかに 

 

 

 

 

３日間 

Ｂ．条件Ａで要求さ

れる措置を完了

時間内に達成

できない場合 

Ｂ１．当直長は，高温停止にする。 

及び 

Ｂ２．当直長は，冷温停止にする。 

２４時間 

 

３６時間 

※11：起動した格納容器スプレイ冷却系に関連する非常用ディーゼル発電機１台，原

子炉補機冷却水系１系列及び原子炉補機冷却海水系１系列をいい，至近の記録等

により動作可能であることを確認する。 

・ 設置許可基準規則（第５０条），

技術的能力（１．７）における要

求事項を考慮し設定。 

・ 第５０条第１項における「原子炉

格納容器バウンダリを維持しな

がら原子炉格納容器内の圧力

及び温度を低下させるために必

要な設備」との要求に対して，第

２項設備の格納容器圧力逃がし

装置は第１項に期待する機能を

満足しないことから，代替循環冷

却系に対する B,C 設備とはしな

い。 

 

 

 

 

 

・設置許可基準規則５２条における水位回復には残留熱

除去系（低圧注水モード）２系列必要。 

なお，（表 66-5-1）格納容器圧力逃がし装置のＡＯＴは，

設置許可基準規則第４８条，第５０条，第５２条に必要な

γ設備（格納容器スプレイ冷却系（格納容器スプレイ冷却

モード，サプレッション･チェンバ･プール冷却モード）及

び低圧注水モード）の総称として残留熱除去系としてい

る。 
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